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１． 臓器又は造血幹細胞．（以下 「臓器等」 という。） の提供候補者について 「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項及び第１４条第２項に基づく
届出の基準等について （一部改正）」（令和２年２月４日健感発０２０４第１号） による改正
後の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第１２条第１項及び第１４
条第２項に基づく届出の基準等について」（平成１８年３月８日健感発第０３０８００１号厚生労
働省結核感染症課長通知）の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け


